
 

みやぎの運河群利活用推進会議の設置について 

 

 

１．目的 

 県では、運河群の歴史を未来へ繋ぎ、運河群を基軸とした「鎮魂と希望」の沿岸地域の再生・復

興を基本理念とした「貞山運河再生・復興ビジョン」を平成２５年に策定し、様々な主体による連

携のもと東日本大震災で甚大な被害を受けた沿岸地域の復旧・復興を進めてきた。 

 現在は、復旧・復興工事が概ね完了し、運河群沿川では、沿川市町や民間団体等の様々な主体に

よって、賑わいの創出、歴史の保全、自然環境保全等の活動が実施されており、今後は、様々な主

体が、広域的な連携を図ることにより、さらなる活動の拡大が期待される。 

 今般、県では、「貞山運河再生・復興ビジョン」の趣旨に基づき、沿川市町や民間団体などの地

域を主体とする継続的な推進体制の構築に向け、学識経験者から指導・助言を受けながら、関係機

関の情報共有や意見交換等を通じ、みやぎの運河群を活用した広域的な連携を推進することを目

的として「みやぎの運河群利活用推進会議」（以下、「本会議」）を設置する。 

 

２．運営方針 

（１）本会議について 

・本会議は、必要に応じて開催するものとし、年に１～２回程度を想定する。 

・本会議は、学識経験者及び関係行政機関で構成する。 

・本会議は、情報共有及び意見交換の場とし、広域的な連携を推進するものである。 

・本会議は、原則公開とする。 

 

（２）みやぎの運河群連絡調整会議（以下、「調整会議」）について 

・本会議の下部組織として、調整会議を設置し、行政機関や民間団体等における情報共有や意見交

換ができるものとする。 

・調整会議は、関係行政機関及び民間団体等で構成する。 

・調整会議に招集する民間団体等は、みやぎの運河群沿川で活動している規約や会則を有する団

体を対象とし、事務局が選定する。 

 ・調整会議は、関係機関相互の情報共有、連携強化の場とする。 

 ・調整会議は、原則公開とする。 

 ・会議の内容は、本会議へ報告し、助言・指導を受けるものとする。 

 

３．本会議の構成及び調整会議について 

これまでの貞山運河再生復興会議及び幹部会議では、運河の歴史や自然環境を保全しながら、関係機

関が連携し運河の復旧復興事業を進めることに主眼をおいて、沿川の復興事業者などを構成員に選定

していたが、本会議は、みやぎの運河群を活用した広域的な連携を推進することを目的としているた

め、運河群沿川の利活用を主眼とした構成とする。 

資料２ 



貞山運河再生・復興ビジョンのさらなる推進に向けた体制への発展

推進体制
（行政の復旧・復興に主眼）

推進体制
（利活用に主眼をおいた地域主体への発展）

＜メンバー＞

・学識経験者（4名）

・整備局河川部長

・県土木部長

・国・県・市町の復興事業関係機関

・事務局（河川課）

貞山運河再生復興会議

＜メンバー＞

・国・県・市町の

復興事業関係機関

・事務局（河川課）

【幹部会議の目的】（本会議の前段）

・各機関の情報共有

・各種施策毎の役割分担

・事業間の総合調整

・部会の必要性，構成メンバーの選定等

【会議の目的】

・ビジョンに基づく復旧・復興事業にかかる調整

・各事業主体による取組み内容の確認

・各事業への意見・アドバイス

＜メンバー＞

・アドバイザー（2名）

・県（関係課室）

・運河沿川市町（関係市町村）

・事務局（河川課）

貞山運河再生復興幹部会議

報
告

ア
ド
バ
イ
ス

報
告

北北上運河

専門部会

桜植樹部会

報
告

＜メンバー＞

・地元 ・NPO団体 ・土地改良区

・国（北上川下流河川事務所）

・市（石巻市） ・東部地方振興事務所

・東部土木事務所 ・河川課

貞山運河利活用に

関する意見交換会

＜メンバー＞

・NPO団体等

・運河沿川市町（７市３町）

・県（関係課室）

・河川課

報
告

【意見交換会の目的】

・各市町や各団体間における情報共有

・運河利活用にあたっての課題の掘起し

みやぎの運河群

利活用推進会議

＜メンバー＞

・学識経験者（5名）

・国・県・市町の運河群活用に係る関係機関

・事務局（河川課）

みやぎの運河群

連絡調整会議

＜メンバー＞

・国・県・市町の運河群活用に係る関係機関

・事務局（河川課）

・運河沿川で活動している民間団体等

【会議の目的】

・運河群を活用した広域的な連携推進

・情報共有や意見交換

・各種取組への意見・アドバイス
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告
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【連絡調整会議の目的】

・運河群を活用した広域的な連携推進

・情報共有や意見交換

令和４年度

から

様々な民間主体等による，さらなる取組の拡大

みやぎの運河群沿川の継続的な発展

国・県・市町は、取組を支援

【将来の推進体制】

官民連携

沿川市町や民間団体等の

地域を主体とする継続的な推進体制へと発展


	220614_（仮称）みやぎの運河群利活用推進会議の設立について
	220614_組織構成の発展 

